
民
間
社
会
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
推
進
費
補
助
事
業
再
構
築
案
に
関
す
る
意
見
書 

 
現
在
、
民
間
社
会
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
推
進
費
補
助
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
構
築
に
向
け
た
抜
本
的
な
見
直
し
が
検
討
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
再
構
築
案
で
は
、
利
用
者
数
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
基
本
補
助
と
、
施
設
の
努
力
、
実
績
な
ど
に
基
づ
く
加
算
と
さ
れ
、
今
ま
で
算
定
さ
れ
て
き

た
職
員
の
経
験
年
数
に
よ
る
加
算
は
除
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

再
構
築
に
あ
た
り
東
京
都
は
、
基
本
的
に
国
基
準
で
運
営
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
仮
に
補
助
額
を
試
算
す
る
と
、
従
来
の
補
助
額
に

対
し
大
幅
な
減
額
と
な
り
、
施
設
運
営
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。 

昨
今
の
厳
し
い
財
政
状
況
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
が
自
ら
努
力
し
、
さ
ら
に
経
営
の
効
率
化
を
図
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
特
に
私
立
保
育
園
に
お
い
て
は
、
大
都
市
特
有
の
多
様
な
保
育
ニ
ー
ズ
や
、
家
庭
へ
の
支
援
の
問
題
な
ど
か
ら
、
保
護
者
は
も
と
よ
り
地

域
で
の
役
割
も
大
き
く
、
東
京
都
独
自
の
加
算
は
ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
新
し
い
保
育
政
策
の
な
か
で
は
、
民
間
に
お
け
る
保

育
者
の
充
実
は
不
可
欠
で
あ
り
、
次
世
代
育
成
支
援
の
重
要
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

よ
っ
て
、
江
戸
川
区
議
会
は
、
東
京
都
に
対
し
、
民
間
社
会
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
推
進
費
補
助
事
業
の
再
構
築
に
あ
た
り
、
各
施
設
の
実
態
を
調

査
し
、
職
員
の
経
験
や
専
門
性
に
十
分
配
慮
し
た
制
度
と
す
る
よ
う
、
強
く
要
望
し
ま
す
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。 

 

平
成
十
六
年
三
月
十
七
日 

 

江
戸
川
区
議
会
議
長 
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東
京
都
知
事 

あ
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